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【民有保安林に係る事務処理フロー】 （(総合)振興局、森林室との要事前相談）

１）作業許可（法第34条第２項） ＜処理期間：申請～処分30日＞

事 業 者 知事（(総合)振興局） 市町村長

許可申請書提出 収 受 形式審査

＊道有保安林の場合は、

森林室へ提出

通 知 却 下

(理由を付して)

適判調査

通 知 不許可 収受の日から

(理由を付して) ３０日以内

通 知 許 可

通 知

着手届 終了届

監督処分 照 査

通 知

２）伐採届出（施行規則第60条第１項第５号から第９号）

事 業 者 知事（(総合)振興局） 市町村長

届出書提出 収 受 形式審査

＊伐採開始日の 適判調査

２週間前まで

＊道有保安林の場合は、

森林室へ提出

通 知 却 下

(理由を付して)

通 知 受 理

通 知
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３）緊急伐採（法第34条第１項第７号）・緊急行為（法第34条第２項第４号）

事 業 者 知事（(総合)振興局） 市町村長

緊 急 伐 採 届 出 書 提 出 収 受 形式審査

伐採の終わった日から 適判調査

30日以内

監督処分

通 知 受 理

通 知


